
教育委員会社会教育課スポーツ係

「あぐい地域クラブ」設立に向けて



設立の趣旨

少子化・教員の働き方改革

↓

全国で部活動改革が急務



（（ （出典）スポーツ庁・文化庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」概要より



（（ （出典）スポーツ庁・文化庁「部活動の地域連携・地域移行と地域スポーツ・文化芸術環境の整備について」より



（（ （出典）スポーツ庁・文化庁「部活動の地域連携・地域移行と地域スポーツ・文化芸術環境の整備について」より



（出典）文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」概要より



設立の趣旨

部活動を地域に展開

地域全体で支える新たな枠組みが必要



学校部活動

令和８年度９月末まで 令和８年度１０月から

平日 〇 〇

休日 〇 実施しない

子どもたちは、
・クラブチーム所属
・ボランティア活動
・各種教室参加

選択できる。

「あぐい地域クラブ」

設立・推進



「あぐい地域クラブ」理念

熱意ある地域の大人たちが指導者として関わる

子どもたちの「やりたい！」を地域全体で支える仕組みへ



ビジョン

子どもたちがスポーツや文化的活動を

生涯にわたって楽しめるようにするとともに

その活動を支える地域の大人も

子どもたちと共に学び成長できる持続可能な体制へ



基本方針

子どもたちが

主体的・意欲的に活動し

成長できる場へ

地域クラブの活動を通して

支えてくれる人たちへの

感謝の気持ちを育む

もっと練習
したい

もっと上達
したい

もっと
楽しみたい

人との
つながり

もっと練習
したい

地域の魅力
に気付く

地域を大切
にする心



実施内容

運営主体・事務局

運営主体：阿久比町

事務局：社会教育課スポーツ係（地域クラブコーディネーター委嘱）

対象者

町内在住の中学生

※町外の中学生は、一定の条件のもと参加を認める



実施内容

種目

学校部活動にあり、阿久比町が認める指導者がいる種目

 立ち上げ予定種目

バドミントン 柔道 サッカー ソフトテニス男・女 剣道

バスケットボール男・女 バレーボール女 軟式野球 合唱



これから指導者を募集する種目

ソフトボール 陸上競技 バレーボール男 卓球男・女

新体操 吹奏楽 造形 書道



基本の活動日・時間ついて

土または日の１回３時間程度、月３～４回。 １回４時間以内

【例】

月 火 水 木 金 土 日

第１週 3時間

第２週 ４時間

第３週 ４時間

第４週 ３時間



可能な活動日・時間ついて

平日週３日以内の１時間程度

２日の休養日を設けた場合、土日両日

週８時間以内（平日・土・日・祝日含む）

【例】 月 火 水 木 金 土 日

第１週 １時間 １時間 １時間 ３時間

第２週 1.5時間 １．５時間 ４時間

第３週 ４時間 ４時間

第４週 １時間 １時間 １時間 ３時間 ２時間



活動日・時間について

・土または日の１回３時間程度、月３～４回、１回４時間以内

・平日週３日以内の１時間程度

・２日の休養日を設けた場合、土日両日

・週８時間以内（平日・土・日・祝日含む）

・学校部活動の時間は含まない。

・大会出場等の時間は、この限りではない。

・長期休業中（春・夏・冬休み）も、上記の活動日・時間を基本とする。

・お盆、年末年始、定期テスト期間は活動しない。



活動可能時間帯

【休日】

・９時～１７時

・中学校施設のみ８時～１７時

【平日】

・１９時まで



活動場所

【町内施設】草木グランド、板山グランド、白沢グランド、白沢テニスコート、交流センター多目的体育室

スポーツ村陸上競技場、丸山公園武道場、丸山公園テニスコート、丸山公園運動広場

場所 特記事項

中学校施設 優先利用・使用料免除（空調代含）

小学校学校開放 使用料免除（空調代含）

町内施設 使用料免除（空調代含）



実施内容の比較

学校部活動 あぐい地域クラブ

運営主体 阿久比中学校
阿久比町

事務局：社会教育課スポーツ係

指導者 顧問、外部指導者 地域クラブ指導者

会費 なし 月2,000円

保険
日本スポーツ振興センター

災害給付制度
スポーツ安全保険

年８００円



会費等

・令和８年度は３か月毎に集金（１０月・１月）

・令和９年度は４か月毎に集金（４月・８月・１２月）

就学援助を受けている家庭や兄弟姉妹同時期入会は減額あり（保護者申請）

会 費 ： 2,000円／月
保険料 ： ８００円／年



地域クラブの収支イメージ

保険料

指導者

報償費

・消耗品費 ・修繕費

・大会登録費

保険料

会費

町予算

収入 支出

保護者負担



指導者について

【指導者要件】

・地域の社会人および大学生（１８歳以上）

・地方公務員法第１６条各号および学校教育法第９条各号に

該当していない者 （例）拘禁刑以上の刑に処せられていないなど

・阿久比町主催の研修会参加

・阿久比町教育委員会が認める者



指導者報酬等について

１時間1,600円を町から支給（会費収入を活用）

【例】

１種目４人

活動時２人を想定
月 火 水 木 金 土 日

第１週 A・B A B C・D

第２週 A・B A・B C・D

第３週 C・D D

第４週 A・B A B C D

指導者A 指導者B 指導者C 指導者D

平日のみ 平日のみ 休日のみ 休日のみ



指導者実務

練習計画作成

保護者・会員へのスケジュール連絡

学校開放ボックス・クラブハウス等の鍵の持出・返却

施設の開閉・施錠

安全管理（施設・会員）

技術指導

大会申し込み、引率



活動成立要件

事務局認定指導者・・・・・・１人以上

阿久比町在住の会員・・・・５人以上

土日３時間程度の活動・・・月３～４回



学校のかかわり

施設開放

部活動で使用している備品・団体ユニフォーム借用

部活動顧問と地域クラブ指導者の情報共有



その他

• 地域クラブコーディネーター

→指導者サポート、巡回支援

• 連絡用アプリの導入

→事務局・指導者・会員の連絡、集金



大会出場について

令和８年９月末 令和８年１０月～
中
小
学
校

体
育
連
盟

主
催 支部大会予選等
夏のコンクール

学校部活動 〇 〇

あぐい地域クラブ × △※１

協
会
等
主
催

半田市スポーツ大会等
新人大会・コンクール

学校部活動 〇 △※２

あぐい地域クラブ △※３ 〇

各種大会
各種コンクール

学校部活動 〇 ×

あぐい地域クラブ × 〇

△※１ 部活動の成果発表の場として部活動から出場するが、大会等の規定により、あぐい地域クラブからも出場可能。学校と相談。
△※２ 半田祭が１０月以降に行われる種目あり。基本あぐい地域クラブで出場するが、令和８年度のみ学校と相談・調整が必要。
△※３ ９月末やその前後に申し込みが行われる種目もあり、学校と相談。



大会等出場

【学校部活動】

運動部は、中小学校体育連盟主催の大会（郡大会）と上位大会出場

文化部は、夏のコンクールとその上位大会出場

【あぐい地域クラブ】

令和８年１０月以降の大会出場可



設立までのスケジュール（予定）

R8 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月



地
域
向
け
説
明
会



新
入
生
説
明
会

（
入
学
説
明
会
の
日
程
と
合
わ
せ
て
）



指
導
者
一
般
募
集
開
始



指
導
者
確
定
一
次



活
動
種
目
決
定
（
令
和
８
年
度
）



事
務
局
始
動



保
護
者
説
明
会

（
P
T
A
総
会
の
日
程
と
合
わ
せ
て
）



会
員
募
集
開
始



顧
問
と
指
導
者
の
連
絡
会



指
導
者
研
修
会



会
員
登
録
確
定
一
次

（
そ
の
後
も
随
時
募
集
）



会
費
等
集
金
開
始



あ
ぐ
い
地
域
ク
ラ
ブ

活
動
開
始

１/２１・１/２２


